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１．研究計画の概要 
（１）地方財政のシステム改革の枠組みの理
論的分析 

地方財政の改革は国と地方の役割分担で
あり、自治体の自律性を踏まえた本人（中央
政府）と代理人（自治体）関係とみなすこと
ができる。そこで、Gilbert and Picard(1996)
らの最適権限委譲モデルを参照して三位一
体改革の理論的分析を行い、国の財源と自治
体の自己財源及び行政活動の分担のあるべ
き姿を明らかにする。次に、役割分担を所与
として、地方財政改革をどのように進めてい
くかにつき検討する。まず、NPM 的改革と
ガバナンス的な「新しい公共空間」改革の双
方が混在・融合しているため、改革施策が二
つの理論的背景でどのように位置づけられ
ているか、また、片方の理論的背景で推進さ
れている施策はどれかを明らかにする。そし
て、こうした改革の両義性は、他国の地方財
政改革においても見られるのか、なぜそうし
た状態が生じているのか、両者が対立する場
合の処理はどのように行われているかを検
討する。 
（２）マネジメント原理と手法の対応関係 

上記２つの理論的背景は、マネジメント原
理として①財政規律を強制的に確保する指
揮と統制、②権限委譲と透明性、③擬似市場、
④ネットワーク、⑤これらの組み合わせ、か
ら構成される。①は官僚制・集権的管理、②
と③は NPM 的管理、④と⑤はガバナンス的
管理と置き直すことが可能であり、 

種々のシステム改革をこれら５つの原理
と対応させ、各原理が機能する前提条件をど
の程度満たしているかを、わが国と諸外国の
社会経済制度の違いを踏まえて明らかにす

る。①から③まではコーポレート・ガバナン
スモデルを準用して代理人（プリンシパル・
エージェント）理論や契約の経済学等を用い
て原理と手法を説明できるが、④と⑤につい
ては数理的な経済学モデルとして確立され
たものがなく、社会学のネットワーク理論や
経営学の資源理論等を応用してモデルを開
発して検討する。 
（３）システム改革の効果・有効性の検証 
次に自治体のガバナンスの構造とマネジ

メント・システム、ステイクホールダーの行
動及び成果の相互関係を特定化するモデル
を開発する。そこで、本モデルを利用し各シ
ステムに適用する場合の成果について仮説
を設定し、実際の地方財政及びステイクホー
ルダーの行動がどのように変化したかを地
方財政統計と独自に行う主要アクターの行
動に関するアンケート調査結果を用いて、仮
説を検証する。その実証分析を通じて、理論
モデルの妥当性の程度、成果に有意な影響を
与えるガバナンス構造、マネジメント・シス
テムや行動及び組織・地域特性（組織文化や
社会的繋がり・規範・信頼を意味する社会的
共通資本を含む）を特定化し、わが国地方財
政の改革につき学術的見地から政策的含意
を得る。 

 
２．研究の進捗状況 
本研究は、地方財政改革を経営主体としての
自治体（法的には「地方公共団体」）の財政
の健全化及び効率化といった観点に加え、広
く自治体が地域経済・社会において果たす機
能を地域ガバナンスの一環として把握する
こと及び中央政府と地方政府の相互関係の
視点から政府間関係の枠組みから分析する



ことを主眼にしている。このため、伝統的な
財政学や地方財政の制度論あるいは経済学
モデルの分析にとどまらず、地域ガバナンス
における自治体の機能に着目した視点で問
題を把握するべき、広範な調査活動を実施し
ている。自治体の所在する地域の社会・経済
活動及び地域特性や人口動態の基礎資料に
加え、自治体の政策方針や財政改革への取り
組み、さらには社会的共通資本とも称される
ネットワーク的な活動状況についてＮＰＯ
や町内会活動あるいは住民参加の位置づけ
なだについてアンケート調査と現地ヒアリ
ングを組み合わせた調査を行ってきた。また、
分権は地方政府と中央政府との分担関係を
どうするかという課題であるため、欧米諸国
の制度改革や理論的実証的研究についても
動向を分析してきた。 
上記の分析の結果、判明したことは小泉構造
改革以降、現在の民主党政権においても継続
している民間経営手法を活用した行政改革、
と く に 新 公 共 経 営 （ New Public 
Management;ＮＰＭ）的な財政運営の手法は、
人口密度が高く、高齢化率が比較的低く、経
済的に豊かで、第三次産業比率が高く（サー
ビス経済化が進展している）財政力にある自
治体においては適用され、かつ、有用である
ことである。その反面、地域条件に恵まれな
い、上記と逆の立地環境では、かかる手法の
適用率も有用性も低く、かつ、経費節減に努
めるという縮小均衡への動きがみられ、これ
ら地域は地域主権や「新しい公共」を打ち出
している現政権下の核となるＮＰＯや住民
協働型の人的資源が減少している矛盾を抱
えていることを明らかにした。 
 
３．現在までの達成度 
① 当初の計画以上に進展している。 
理由：地方財政とガバナンス改革を分析する
視点として、共通の改革方策を一律に適用す
ることの危険性を明らかにし、地域特性に応
じた財政改革を実施する必要性を示した点
で理論的にも実践的にも当初計画以上の成
果を上げている。また、国内外の学術詩や学
会で成果を積極的に発表し高い評価を得て
いる。 
 
４．今後の研究の推進方策 

今後は地域特性に応じた改革方策を検討
するとともに、今回の考え方が他国の制度・
環境にも適用できるのかについて研究を深
めていく予定である。 

 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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